
（６）－２ 施設建築物の高さについて

項目 事業者案 建築物１００ｍ未満

市街地の空間確保 十分な空間が確保される 十分な空間の確保が困難

遠くからの眺望 高層ビルで北摂の稜線が遮られる
北摂の稜線が遮られる可能性がほと
んどない

近場での印象
空間が多いので高層ビルの威圧感が
和らげられる

空間が少ないので高層ビルの威圧感
が大きい

景観軸の確保 景観軸を確保しやすい 景観軸の確保が困難

ビル風の影響 ビル風の影響が比較的小さい ビル風の影響が大きい

※事業者案の容積を前提として「事業者案」と「建築物１００ｍ未満」を比較

現
状
認
識

１　駅中心部における高さの制限
（１）ＪＲ高槻駅北地区市街地再開発事業区域内　：９５ｍ以下
（２）大阪医科大学敷地（大学町地区）　　　　　　　 ：６０ｍ以下

基
本
方
針

（１）上位計画（総合計画・都市計画マスタープラン・環境基本計画等）との整合
  ・本市の顔になる都心地区として商業・業務機能の高度な集積を促進
  ・民間活力などにより都市機能の充実強化
  ・周囲の景観に配慮した施設配置

（２）地域貢献、都市貢献につながるもの
  ・駅中心部で十分な市街地の空間を確保

（３）議会や市民の理解が得られるもの
  ・景観や環境に配慮（遠くからの眺望、近場での印象、景観軸の確保など）
  ・ビル風の影響に配慮

高
さ
検
討
比
較
表
※
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(６)―３ 高さイメージ図 (市総合センター展望フロアからの眺望) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 

事業者案 

95m 95m 
145m

75m 

135m
130m

100m 75m 95m 95m 95m 95m 

建築物 １００ｍ未満 

現状 



(７) 関西大学新キャンパス構想 (調整状況)

項目 現時点の状況 関大の考え方

1 平成２０年度事業着手
平成22年春の開校が命題で
ある。

ＪＲ東口設置
JR西日本と検討会議を設
置し、整備に向けて取り
組む

検討会議に参画する用意が
ある。

駅前広場整備 庁内会議で検討中

西武百貨店の建
替え

事業手法によって決定

3 学校設立認可への配慮
風営法関連店舗
への配慮

困難

関大立地がＣエリアに決定
したことでパチンコ店から
約300m以上離れることとな
り、認可上の課題から通学
上の課題となっている。

市民や企業から
歓迎されて進出

全庁あげて支援を行う
関大進出の許認可や地元対
応がスムーズに運ぶように
支援をお願いしたい

市議会に諮って
支援方針の明確
化

市をあげての誘致（市が土
地を用意するなど）を期待

4

2

関大の要望内容

事業手法まで関大が立ち入
ることはできない。

高槻市の支援

文教地区の玄関にふさわ
しい駅前整備

平成１９年度着工
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４ 今後の主な予定

１９

都市計画事前協議

環境影響評価

都　市　計　画　決　定

組 合 設 立 認 可 等

事 　業 　着 　手

都 市 計 画 決 定

平成18年2月

平成18年6月

平成18年6月

 

 平成19年度

平成20年度

〜

〜
事 業 手 法
土地利用等

道 路 計 画

駅 利 用 者
動線計画等



参考資料 

都市再生緊急整備地域内の都市開発事業等に関する検討会議設置要綱 

 （設置） 

第１条 都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域内の民間プロジェクトを核として、周辺との一体的な相

乗効果を創出しながら、関西大学新キャンパス構想や大阪医科大学キャンパス整備を含め本市の魅力向上や都市機能

の充実を図るため、都市再生緊急整備地域内の都市開発事業等に関する検討会議（以下「検討会議」という。）を設置

する。 

 （所掌事務） 

第２条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

 (1) 都市再生緊急整備地域内の都市開発事業等に係る検討に関すること。 

 (2) その他前号に関連する事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 検討会議は、別表１に掲げる者をもって組織する。 

２ 検討会議に会長及び副会長を置き、会長は所管助役を、副会長は技監をもって充てる。 

 （会長及び副会長） 

第４条 会長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。 

 （庁内連絡会） 

第５条 検討会議の所掌事務について情報の共有や庁内の連携を図るため、検討会議に都市再生緊急整備地域内の都市

開発事業等に関する庁内連絡会（以下「庁内連絡会」という。）を設置する。 

２ 庁内連絡会は、別表２に掲げる者又は当該者が指名した職員をもって組織する。 

３ 庁内連絡会に座長及び副座長を置き、連絡会の互選によってこれを定める。 

４ 庁内連絡会の会議は座長が招集し、座長がその議長となる。 

５ 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときはその職務を代理する。 

 （説明等の聴取） 

第６条 検討会議及び連絡会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

 （事務局） 

第７条 検討会議の事務局は、都市産業部都市政策室に置く。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年１２月２６日から実施する。 

２ この要綱の実施日から平成１６年１１月２日付けで実施した、都市再生緊急整備地域内の都市開発 

 事業に関する庁内検討会設置要綱は、廃止する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年２月９日から実施する。 



別表１（第３条関係） 検討会議 

会  長 助        役 

副 会 長 技        監 

委  員 政 策 統 括 監 

委  員 市 長 公 室 長 

委  員 財 務 部 長 

委  員 福 祉 部 長 

委  員 健 康 部 長 

委  員 建 設 部 長 

委  員 都 市 産 業 部 長 

委  員 環 境 部 長 

委  員 教育委員会管理部長 

 

別表２（第５条関係） 庁内連絡会 

市 長 公 室   総合政策室長 

市 長 公 室   総合調整室長 

財 務 部   財務管理室長 

福 祉 部   福祉政策室長 

健 康 部   保険年金室長 

建 設 部   道路河川室長 

建 設 部   下水道室長 

都 市 産 業 部   都市政策室長 

都 市 産 業 部   開発指導室長 

都 市 産 業 部   公園緑政室長 

都 市 産 業 部   商工観光振興室長 

環 境 部   環境政策室長 

教 育 委 員 会   教育政策室長 

交  通  部   企画室長 

水  道  部   企画室長 

消 防 本 部   庶務課長 



 


